
阿賀野市条例第１４号 

   阿賀野市都市公園条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市都市公園条例（平成１６年阿賀野市条例第１７３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１に次のように加える。 

道の駅あがの 阿賀野市窪川原５５３番２ 

 別表第２に次のように加える。 

道の駅あがの 指定管理施設 

 別表第３に次のように加える。 

道の駅あがの 指定管理施設を除くすべての施設 

 別表第５中 

「２ 瓢湖水きん公園 

（単位：円） 

 午前 午後 夜間 全日 

８：００～ 

１２：００ 

１３：００～ 

１７：００ 

１８：００～ 

２１：００ 

８：００～ 

２１：００ 

野外ステージ ５００ ５００ １，０００ ２，０００ 

 注 入場料等を徴収する場合は、３倍増とする。                 」 

を 

「２ 瓢湖水きん公園 

（単位：円） 

 午前 午後 夜間 全日 

８：００～ 

１２：００ 

１３：００～ 

１７：００ 

１８：００～ 

２１：００ 

８：００～ 

２１：００ 

野外ステージ ５００ ５００ １，０００ ２，０００ 

 注 入場料等を徴収する場合は、３倍増とする。 

 ３ 道の駅あがの 

  使用料は、阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例（令和元年阿賀野市条例第 

２５号）に定めるところによる。                        」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

使用時間 

施設名 

使用時間 

施設名 


